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岐阜県災害派遣福祉チーム（岐阜 D W A T
ディーワット

）の派遣等に 

関する協定を締結します 
 

県では、大規模災害発生時、高齢者や障がい者、乳幼児など要配慮者の避難所での生活を支援す

る「岐阜県災害派遣福祉チーム（岐阜 DWAT）」の体制を整備しています。 

現在、「岐阜 DWATへの派遣人員協力等に関する協定」を締結した福祉関係１１団体の協力の下、

２７０名が隊員登録されており、令和６年能登半島地震においては、３チーム１１名に金沢市内の

避難所での支援活動に従事していただきました。 

こうした中、令和７年７月１日に災害対策基本法等が改正され、これまでの避難所に加え、在宅

や自家用車等で生活を続ける要配慮者への支援も DWATの活動として位置付けられました。 

このたび、この法令等の改正を踏まえ、岐阜 DWAT の更なる体制強化に向け、新たに５団体と協

定を締結しますので、お知らせします。 

 

記 

 

１ 日時   

令和８年３月２７日（金）１０：３０～１１：００ 

 

２ 場所   

県庁議会棟１階会議室（岐阜市薮田南２－１－１） 

 

３ 出席者   

（１） 協定締結団体   

特定非営利活動法人 岐阜県居宅介護支援事業協議会  会長    立木
ついき

  孝
たか

幸
ゆき

 氏 

一般財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会       会長    岡本
おかもと

 敏
とし

美
み

 氏 

岐阜県精神保健福祉士協会              副会長  藤木
ふじき

 誠
まこと

  氏 

特定非営利活動法人 岐阜県訪問介護協会       理事長  林
はやし

  一成
かずなり

 氏 

一般社団法人 岐阜県民間保育園･認定こども園連盟    副会長    雲山
くもやま

 晃
こう

成
せい

 氏 

 

（２）岐阜県 

健康福祉部長   中西
なかにし

 浩之
ひろゆき

 

 

 

 

令和８年３月１９日（木）岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者 電話番号 

健康福祉政策課 政策企画係 小野  
内線 3217 
直通 058-272-8260 
FAX 058-278-2620 



［参考］岐阜県災害派遣福祉チーム（岐阜 DWAT(Disaster Welfare Assistance Team)）の概要 

 

・大規模災害（災害救助法が適用される程度の災害）の発生時、避難所等において、高齢者や

障がい者、乳幼児など要配慮者に対する福祉的支援や、要配慮者個々の状況に応じて入所・

入院等適切な支援へつなぐための活動等を実施。 

・「岐阜県災害派遣福祉チームの派遣等に関する協定」を締結した団体（※）に加盟する施設

等の職員から隊員を募集し、県が指定する研修を受講後、隊員として登録。 

※ 協定締結団体（五十音順） 

既締結団体（１１） 

（一社）岐阜県介護福祉士会、岐阜県児童福祉協議会、（一社）岐阜県社会福祉士会、 

岐阜県社会福祉法人経営者協議会、岐阜県身体障害者福祉施設協議会、岐阜県精神保健福祉協会、 

（一社）岐阜県知的障害者支援協会、岐阜県デイサービスセンター協議会、岐阜県保育研究協議会、 

（一社）岐阜県老人福祉施設協議会、岐阜県老人保健施設協会 

今回（Ｒ８．３．２７）締結団体（５） 

（特非）岐阜県居宅介護支援事業協議会、（一財）岐阜県身体障害者福祉協会、 

岐阜県精神保健福祉士協会、（特非）岐阜県訪問介護協会、 

（一社）岐阜県民間保育園・認定こども園連盟、 

・発災後、概ね３日～１カ月以内の間、被災市町村からの支援要請に応じ、登録者から要請内

容に適したチームを編成し派遣。 

・派遣先は原則県内。国又は他都道府県からの要請を受け、県が必要と認めた場合は県外でも

派遣が可能。 

 


